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議案第１号 会長及び副会長の選出について 

 

１ 概要 

審議会には、会長及び副会長を置くこととし、委員が互選することとな

っていることから、第８期北海道景観審議会委員の任命にあたり、会長及

び副会長を選出する。 

 

２ 職務 

会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理す

る。 

 

３ 組織 

（１） 会長の指名 

 

（２） 副会長の指名 
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北海道景観条例（平成 20 年北海道条例第 56 号） ～抜粋～ 

 

第３章 北海道景観審議会 

 

（設置） 

第 30 条 北海道における良好な景観の形成の推進を図るため、知事の附属機関として、北海道

景観審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

 

（所掌事項） 

第 31 条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。 

(1) 知事の諮問に応じ、良好な景観の形成の推進に関する重要事項を調査審議すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、この条例又は北海道屋外広告物条例（昭和 25 年北海道条例第

70 号）の規定によりその権限に属させられた事務 

２ 審議会は、良好な景観の形成に関し必要と認める事項を知事に建議することができる。 

 

（組織） 

第 32 条 審議会は、委員 15 人以内で組織する。 

 

（委員） 

第 33 条 委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任

者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

 

（会長及び副会長） 

第 34 条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員が互選する。 

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第 35 条 審議会の会議は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の２分の１以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによ

る。 

 

（部会） 

第 36 条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２ 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。 

３ 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 

 

（会長への委任） 

第 37 条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮っ

て定める。 
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議案第２号 審査部会員の指名について 

 

１ 概要 

道は、景観形成基準に適合しない行為に対して勧告又は命令をしようとす

るときは、景観条例第24条の規定に基づき、あらかじめ審議会の意見を聴く

こととしているが、届出を受理した物件に係る勧告又は命令は、原則30日以

内にしなければならないため、迅速に審議できるよう景観条例第36条に基づ

き審査部会員を指名する。 

なお、審査部会は、許可、認可等の審査に係るものであって、北海道情報

公開条例第26条ただし書きの規定に該当すると認められるため、会議を非公

開とする。 

 

２ 所掌事項 

審査部会は次の事項について審議し、審査部会の審議結果をもって、審議

会の意見として取り扱う。 

なお、国又は地方公共団体との協議については、審議会への意見聴取を必

要としない。 

・  法第16条第3項の規定による勧告に関する事項 

・  法第17条第1項の規定による変更命令に関する事項 

・  法第17条第5項の規定による原状回復命令に関する事項。 

 

３ 組織 

部会員は５人以上７人以下で組織し、会長が指名する。 

（１） 部会長の指名 

 

（２） 部会員の指名 
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北海道景観条例（平成 20 年北海道条例第 56 号） ～抜粋～ 

 

第３章 北海道景観審議会 

 

（設置） 

第 30 条 北海道における良好な景観の形成の推進を図るため、知事の附属機関として、北海道

景観審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

 

（所掌事項） 

第 31 条 審議会の所掌事項は、次のとおりとする。 

(1) 知事の諮問に応じ、良好な景観の形成の推進に関する重要事項を調査審議すること。 

(2) 前号に掲げるもののほか、この条例又は北海道屋外広告物条例（昭和 25 年北海道条例第

70 号）の規定によりその権限に属させられた事務 

２ 審議会は、良好な景観の形成に関し必要と認める事項を知事に建議することができる。 

 

（組織） 

第 32 条 審議会は、委員 15 人以内で組織する。 

 

（委員） 

第 33 条 委員は、学識経験を有する者のうちから、知事が任命する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前

任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

 

（会長及び副会長） 

第 34 条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員が互選する。 

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。 

 

（会議） 

第 35 条 審議会の会議は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の２分の１以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところに

よる。 

 

（部会） 

第 36 条 審議会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２ 部会に部会長を置き、会長が指名する委員がこれに当たる。 

３ 部会に属すべき委員は、会長が指名する。 

 

（会長への委任） 

第 37 条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮っ

て定める。 
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北海道景観審議会の部会の設置及び運営に関する要領 

 
（趣旨） 

第１条 この要領は、北海道景観審議会（以下「審議会」という。）の部会（以下「部会」という。）
の設置及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 
（部会の区分） 

第２条 部会は、審査部会及び特別部会とする。 
２ 審査部会は、北海道景観条例（以下「条例」という。）第 24 条の規定による知事の意見聴取

に係る事項を審議する。 
３ 特別部会は、条例第 31 条第１項第１号に定める事項のうち、審議会から付議された専門的事

項について調査審議する。 
４ 特別部会は、会長が特に必要と認めた場合に設置する。 
 

（組織） 
第３条  部会は、部会員（部会長を含む。以下同じ。）５人以上７人以下で組織する。 
 

（部会長） 
第４条 部会長は、部会を代表し、議事その他部会の事務を総理する。 
２ 部会長に事故があるときは、部会長のあらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。 
 

（部会の会議） 
第５条 部会の会議は、部会長が招集する。 
２ 部会は、部会員の２分の１以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 
３ 会議の議事は、出席した部会員の過半数で決し、可否同数のときは、部会長の決するところに

よる。 
 

（書面による表決） 
第６条 やむを得ない理由のため会議に出席できない部会員は、あらかじめ通知された事案につい

て書面をもって表決することができる。この場合において、前条第２項及び第３項の規定の適用
については、その部会員は出席したものとみなす。 

 
  （報告） 
第７条  部会長は、審議の結果を審議会に報告しなければならない。 
 
  （審査部会の審議結果の特例） 
第８条 審議会は、条例第 24 条に係る事案については、審査部会の審議結果をもって、審議会の

意見とする。 
 
  （雑則） 
第９条 この要領に定めるもののほか、部会の議事その他の運営に関し必要な事項は、部会長が部

会に諮って定める。 
 

附 則 
  （施行期日） 
１ この要領は、平成 20 年７月 18 日から施行する。 
 

（北海道美しい景観のくにづくり審議会部会設置要領の廃止） 
２  北海道美しい景観のくにづくり審議会部会設置要領は、廃止する。 
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総合振興局・振興局行為者 本庁

事前相談

◆内容審査

○地域特性や周辺景観との調和

・位置、配置

・規模

・形態意匠

・敷地の外構 など

※景観計画の別表第３又は第４の勧告・協議基準又は命令基準 （以下「勧告基
準等」という。）に該当するかどうか判断し難い場合には、総合振興局・振興局と本
庁で協議

市町村

助言・情報提供

勧告
（命令）

※必要に応じ現地調査を実施

審議会の開催

勧告基準等に該当
しないと判断した場
合

勧告(命令)を
しない場合

勧告（命令）を行った旨を通知

設計変更につい
て検討

勧告(命令)を
する場合

行為の届出の審査事務フロー （届出→勧告・命令）

相談等

２２

２８

意見照会

回答

（照会後７日以内）

（○数字は受理後の日数の目安）

審議会 ※勧告(命令)をすべきか
どうか及び処分の内容に
ついて審議会で審議して、
審議会意見をまとめる。

審査終了
の通知

審査終了
の通知

勧告基準等に該当する
と判断した場合又は判断
し難い場合(審議会の意
見を求める場合） １５

助言・情報提供

勧告(命令)となる可能性が
ある旨を、行為者に通知
（修正の機会の付与）

審議会（部会）の開催を要請
勧告・命令等の内容について検討
＊処分内容について、総合振興局・振興
局と本庁で協議

審議会（部会）の
開催通知

◆処分の決定
審議会（部会）の結果を踏まえ、処分手続きを行

う。
命令する場合は行為者に行政手続法に基づき
弁明の機会を付与する。

審議会（部会）の意見
を総合振興局・振興局
に文書で通知

審査終了を通知

審査終了を通知

弁明の機会の
付与に関する
通知

審査終了

「勧告（命令）書」を作成し、行為者
に通知する。

届出書提出

○届出書

○添付図書

・位置図

・配置図

・現地写真
・設計図書
・措置状況説
明書

など

○市町村の意見（参考）

意見聴取内容
○市町村が景観づくりに関

する基本方針等を定めてい

る場合、又は、当該地域の

住民等が景観に関する協

定等を定めている場合に、

それらの内容に照らしての

意見
○その他、届出行為が行わ
れることについての意見

案件の概要説明

審査終了

届出書受理
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